
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年２月２５日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

ＡＶサーバー

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　テレビ放送の録画再生を行うとともに、将来機能として、テレビ電話、電子メー
ル等の機能を追加することができる機器である。
　単体として本製品をテレビジョン受信機に接続し、付属のリモコンを用いてテレ
ビ番組の録画・再生操作を行うことができる。

○ 構造、仕様、意匠
　パソコン用マザーボード、映像信号の入出力・デジタル処理を行うパソコン用拡
張ボード、画像データを記録保存するハードディスク等からなる。

　定格：１００／２００Ｖ、５０／６０Ｈｚ

○ 主な使用者、販売先
一般家庭。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「その他の音響機器」とし
て取り扱う。

（理由）
　単体としてテレビ放送の録画・再生をすることができることから、「その他の
音響機器」として取り扱うのが妥当と判断する。


